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第３６回定時評議員会･第４９回理事会

平成２７年６月９日（火）午後４時３０分開会

学士会館２０３号室

宮原会長挨拶

本日は当財団第３６回定時評議員会及び第４９回理事会開催にあたり、ご多忙中の

ところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。

議事に先立ちまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。当財団は１９９６年に設

立以来、１９年を経過し、今年は記念すべき２０年目に入りました。一昨年４月に、

公益財団法人となりましたが、所期の目的に沿い法制度整備支援を中心として、各

事業ともほぼ順調に実施してきております。

これら事業の実施運営にあたりましては、法務省やＪＩＣＡをはじめとする政府関係

機関並びに当財団役員、会員企業、また学術関係者の皆様のご指導とご尽力のおか

げであり、この場をお借りしまして改めて厚くお礼申し上げます。

言うまでもなく、アジア各国が相互に発展するためには、各国が自国の法制度や、

その運用システムの整備を推進し、法の支配の確立に努め、それにより国際的な投

資環境や取引環境を安定したものとすることが不可欠であります。この流れの中で、

法整備支援に関し、日本は大きな役割を果たしており、それに当財団も微力ながら

寄与しているものと自負しております。

お陰をもちまして財団は順調に事業を行っておりますが、厳しい経営環境に置かれ

ている企業もあり、財団の事業の重要性は理解するものの、やむなく退会あるいは

会費減額の申し出をされる企業はなくなりません。皆様におかれましでも、どうか

引き続き財団のＰＲ及び会員の維持･増加についてご協力いただきますようお願い

いたします。
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今年度は、ＪＩＣＡとの３年契約の３年目にあたります。一昨年、法整備支援の対象国

としてミャンマーが新たに加わり、今年度も昨年度と同様に、本邦研修が３回予定

されております。引き続きカンボジア。ベトナム。ラオスなどに対する法整備支援

事業の部会運営、研修等行ってまいります。

また、財団が行う事業の主なものとしましては、日中民商事法セミナーを今秋、日

本で開催する予定です。前回の北京で開催から、中国側のパートナーである国家発

展改革委員会の副主任が林念修（りんねんしゆう）氏に替わったこと、また今年

が日中民商事法セミナーの２０回目となることから、林副主任が来日された際は、

日中民商事法セミナー２０回記念の歓迎宴を開催することとしております。

更に、今年度は、９月にラオスの司法長官が来日されることとなっており、法務省

法務総合研究所と共催して、司法長官の講演会を開催する予定としております。ま

た、３月には、例年通り金沢セミナーを実施することにしております。

それでは、本日の議事についてご検討いただき、ご審議のほどよろしくお願い申し

上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。
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以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した議長及び議事

録署名人が記名押印する。

開催日時平成２７年６月９日１６時３０分～１７時００分

開催場所東京都千代田区神田錦町３－２８学士会館２０３号

出席者評議員総数８名

出席評議員６名

竹下守夫日野正晴青山善充諸石光照、河内悠紀、小泉淑子

同席者

会長宮原賢次理事長原田明夫事務局長北野貴晶

監事本江威葺監事服部進睦

議題

（１）議事事項

第１号議案平成２６年度計算書類等承認の件

（２）報告事項

①平成２６年度事業報告の件

②平成２７年度事業計画及び収支予算書報告の件

定足数の確認

６名の出席があり、定款１９条の規定により、評議員会は有効に成立していることを確認した。

議事の経過の要領及びその結果互選により青山評議員が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案

平成２６年度計算書類等について事務局長より資料に基づき説明が行われ、そのあと監事

より業務及び会計については適正である旨報告が行われた後、原案通り出席者全員一致で

可決した。

報告事項

平成２７年度事業計画及び収支予算書について、事務局長より、平成２７年３月１８日

の第４７回理事会で承認されたものとして、資料に基づき説明があった。

議事録署名人

議事録署名人として日野正晴評議員と小泉淑子評議員が選出された。

、
、
、

『
Ⅱ
ユ
、
／
］
ハ
ベ
〕

公益財団法人国際民商事法センター

ーヨ匡一Ｌ』=リ
月評議員会議長

４，

５、

６，

Ｌ

１
亀
』

#’
７，

８，

第三十六回評議員会議事録

,鵡遥

毒号
ノ』｡

平成２７年６月９日

ｉ
ｌ
ｒ

－
》
灘

皇一
口

、
云
心

一■●キー■■ご

妙雄多螺雷Ｉ
｣燕淑矛簿

議事録署名人

議事録署名人

Ｂｉ



第四十九回理事会議事録

1、開催日時平成２７年６月９日１７時００分～１７時１５分

2、開催場所東京都千代田区神田錦町３－２８学士会館２０３号室

３、出席者 理事総数．７名

出席理事７名

宮原賢次原田明夫寛康生福川伸次小杉丈夫小川郷太郎北野貴晶

監事総数２名

出席監事２名

本江威烹服部進睦

４、

５、

議題

（１）議事事項

第１号議題参与選定の件

候補者：細野充彦（住友商事株式会社執行役員）

第２号議題学術参与選定の件

候補者：射手矢好雄（第二東京弁護士会）

小木曽国隆（東京弁護士会）

小原正敏（大阪弁護士会）

熊倉禎男（第二東京弁護士会）

中務嗣治郎（大阪弁護士会）

第３号議案６月末日までに内閣府に提出する平成２６年度事業報告に等に係る書類の提出

及び記載内容等について理事長に一任する件

（２）

①

②

報告事項：

代表理事の職務執行報告

業務執行理事の職務執行報告

定足数の確認

７名の出席があり、定款３２条の規定により、決議を行う理事会として有効に成立していること

を確認した。

6、議事の経過の要領及びその結果互選により原田理事長が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案

議長から、参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可決し

た。

４



平成２７年６月９日

第３号議案

事務局長が、内閣府に提出する平成２６年度事業報告に等に係る書類の提出及び記載内容に

ついて説明し、今回は事前に理事会での承認を求める事項はないので、理事長に一任したい

旨の説明の後、審議の結果、原案通り出席者全員一致で可決した。

報告事項

（１）代表理事の職務執行報告

代表理事である宮原会長は､平成２７年秋に開催予定の日中民商事法セミナーについての

準備状況及びミャンマー出張のおり、６月４日に財団会長として連邦法務長官を表敬訪問

したことを報告し、原田理事長は、平成２６年度については理事会で承認された範囲で着

実に業務を遂行してきた旨報告した。

（２）業務執行理事の職務執行報告

北野業務執行理事は、平成２７年度の財団の活動予定を報告した。

７，

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時半閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席代表理事及び出

席監事が記名押印する。

第２号議案

議長から、学術参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可

決した。
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平成２６年度事業報告書

(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

＜事業活動＞

ｌ、公益事業１（調査・研究事業、セミナー・シンポジウム開催事業）

（１）アジア･太平洋地域法制度調査

当財団は法務省法務総合研究所と共同で平成８年度から委託研究としてアジア･太平

洋地域法制度調査研究事業を実施している。平成２４年度より３ヶ年計画で実施して

いる｢会社情報提鋤供制度｣をテーマとしたアジア･太平洋会社情報提供制度研究会が最

終年度となり、委員の先生の現地調査報告及び９月に開催したシンポジウムの準傭備の

ための研究会を実施した。

名称：アジア･太平洋会社情報提供制度研究会

主催：法務省法務総合研究所国際協力部当財団

期間：平成２４年４月～平成２７年３月（３ケ年プロジェクト）

研究対象国･地域：韓国、ベトナム、台湾、シンガポール

座長：近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

委員：川口恭弘同志社大学大学院法学研究科教授

北村雅史京都大学大学院法学研究科教授

中東正文名古屋大学大学院法学研究科教授

行犀一人神戸大学大学院法学研究科教授

池田裕彦弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

石田員得関西学院大学法学部教授

雷藤暁住友商事株式会社法務部関西法務チーム長

平成２６年度における研究会開催（場所：法務総合研究所（大阪）国際協力部セミナー室）

第１０回研究会平成２６年４月４日

第１１回研究会平成２６年６月２５日

（２）アジア･太平洋諸国法制度シンポジウム

上記（１）の研究会が最終年度となり、成果発表として各国及び地域から専門家を招

へいし、日本側研究会委員を交えてシンポジウムを開催した。

日時：平成２６年９月１日（月）１０:00～１７:００

場所：法務総合研究所国際協力部「国際会議室」（大阪中之島合同庁舎2階）

テーマ：会社情報提供制度～コーポレートガバナンス改革の有効な手段として～
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主催

後援

法務省法務総合研究所、公益財団法人国際民商事法センター

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）

～プログラム～

開会挨拶

会社情報提供制度研究の意義

赤根智子法務省法務総合研究所長

近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

各国別パネルディスカッション１

｢韓国における会社情報提供制度の実'情と課題」

（パネリスト）

李孝慶国立忠南大学法学専門大学院准教授

川口恭弘同志社大学大学院法学研究科教授

斎藤暁住友商事株式会社法務部関西法務チーム長

各国別パネルディスカッション２

｢ベトナムにおける会社情報提供制度の実情と課題」

（パネリスト）

ＮｇｕｙｅｎＢａＳｏｎフィデンソン法律事務所弁護士

近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

行津一人神戸大学大学院法学研究科教授

各国別パネルディスカッション３

「台湾における会社情報提‘供制度の実情と課題」

（パネリスト）

林国全台湾国立政治大学法学院教授

北村雅史京都大学大学院法学研究科教授

石田貢得関西学院大学法学部教授

各国別バネルデ．イスカッション４

「シンガポールにおける会社情報提供制度の実情と課題」

（パネリスト）

DanWPuchniakシンガポール国立大学法学部准教授

中東正文名古屋大学大学院法学研究科教授

池田裕彦弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

会場との質疑応答（進行）池田裕彦弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

全体ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ（進行）池田裕彦弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

総括

閉会挨拶

近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

原田明夫公益財団法人国際民商事法センター理事長
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（３）日韓パートナーシップ共同.研究

本研究は、韓国大法院･各級法院及び日本法務省･法務局と裁判所の不動産及び商業登

記制度関係者によるパートナーシップ共同研究で、研究員が、主題に関する制度上及
び実務上の諸問題についての議論を通じてお互いの知識の向上を図り、成果を研究主

題についての制度の発展及び実務の改善に寄与させるとともに、両国間にパートナー

シップを醸成することを目的としており、平成１１年から毎年開催しているものであ

る。本研究の特徴としては、「日本セッション｣と｢韓国セッション｣という２つのセッ

ションから構成されていることであり、両国の研究員が互いに相手国に渡り、相互に

研究を実施することが挙げられる。なお、韓国セッションは、大法院公務員教育院が

実施する。当財団は本研,修の日本側共催者として会議費他の一部費用を負担、研究員
と財団他関係者の交流の場を設ける等の協力を行っている。

第１５回日韓パートナーシップ共同研究

メインテーマ～「不動産登記制度、商業登記制度、供託制度及び

民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」

日本セッション

韓国セッション

平成２６年６月１６日～６月２６日(東京）

韓国チーム５名が来日、日本チーム５名と共に法務省法務総合研

究所(東京)浦安センター等において研究。６月２４日総合発表と

して韓国研究員による発表会開催。

平成２６年１０月２０日～１０月３０日(韓国高陽）

日本チーム５名が訪韓､韓国チーム５名と共に大法院施設において

研究。帰国後１０月３０日帰国報告会を実施。

（４）ロシア法調査研究

財団が出版を助成した、ロンドン大学法学部教授の小田博先生の執筆による「ロシア
法」が、平成２７年１月に東大出版会から出版された。出版を機に、以下のセミナー

が実施され、財団が協賛した。

セミナー：経済制裁下のロシア・ビジネス法

主催：一般財団法人国際商事法務研究所、,株式会社国際協力銀行、
ホワイト＆ケース法律事務所

協賛：東京大学出版会、公益財団法人国際民商事法センター

日時：平成２７年３月１９日（木）１７：３０－１８：５０

場所：ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）大会議場
参加者：約８０名

～プログラム～
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司会一般財団法人海外投融資情報財団常務理事小高徹

｢経済制裁下における日本企業のロシア・ビジネスの展望」

株式会社国際協力銀行取締役資源ファイナンス部門長小杉俊行

｢小田博「ロシア法」（東京大学出版会）の刊行によせて」

公益財団法人国際民商事法センター理事長原田明夫

｢経済制裁下のロシア・ビジネス法一会社法改正と地下資源法をめぐって」

ホワイト＆ケースLLＰロンドン・東京オフィス弁護士・カウンセル／

ロンドン大学法学部教授小田博

閉会のご挨拶

ホワイト＆ケース東京オフィスパートナー宇佐神順

（５）日中民商事法セミナー

本セミナーは当財団の重要事業の一つとして平成８年の財団設立以来、日本（東京・

大阪）と中国（北京）で交互に開催し、時機に応じたテーマを取り上げて相手国の専

門家を招鴫し講演を行ってもらう方式をとっており、平成２６年度は中国側の要請に
より「農村の都市化における日本の経験」をテーマとして取り上げた。

今回のテーマは、中国側の要請によるものであるが、現在中国にとって関心の高い最

重要政策課題の一つであり、日本の農村の都市化にあって注目すべき点を東京大学農

学生命科学研究所農学国際専攻准教授川島博之先生とキャノングローバル戦略研究

所．研究主幹／農学博士山下一仁先生に講演いただいた。また講師二人の講演のベ

ースとなる資料はあらかじめ翻訳の上中国側に提供し、中国側のコメンテーター他関

係者に事前に準備してもらったことにより、当日のコメンテーターの意見発表も核心
に触れたものとなり、最後に小杉理事の総括があり、充実したセミナーとすることが

できた。

第１９回日中民商事法セミナー（北京）

日時：２０１５年１月１３日（火）

場所：新世紀日航飯店

主催：日本側法務省法務総合研究所、公益財団法人国際民商事法センター
中国側国家発展改革委員会

参加者：約１００名

総合司会：李元国家発展改革委員会法規司司長

開会挨拶：国家発展改革委員会副主任

公益財団法人国際民商事法センター会長

９

林念修
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講演１

講演Ⅱ

演題菖「日本における都市化の経験及び中国に対する啓示」

講師：東京大学農学生命科学研究所農学国際専攻准教授川島博之

講演Ｉに関する中国側コメント

コメンテーター：発展改革委員会発展企画司副司長陳亜軍

演題：日本における農業・農村の所得向上に関する立法及び政策」

講師：キヤノングローバル戦略研究所研究主幹／農学博士山下一仁

講演Ⅱに関する中国側コメント

コメンテーター：マクロ経済研究院産業経済と技術経済研究所研究員。

博士指導先生美長雲

総括スピーチ：公益財団法人国際民商事法センター理事

松尾綜合法律事務所弁護士小杉丈夫

閉会挨拶富

日本側：法務省法務総合研究所総務企画部長中井隆司

中国側：国家発展改革委員会国際司巡視員李海岩

（６）国際民商事法シンポジウム

今年度は、法務省法務総合研究所、日本ローエイシア友好協会と共催して、「インド

ネシアにおける知的財産権と裁判実務の現状」と題してシンポジウムを行った。第一

部では､外務省参与/前駐インドネシア共和国日本国特命全権大使鹿取克章氏の講演

に続き、インドネシアで活動されている日本の弁護士。弁理士の先生によるインドネ

シアにおける知的財産権についての講演があり、第二部では、「裁判実務の現状」に

ついて、インドネシアから来日された裁判官と本音でパネルディスカッションが行わ

れ、インドネシアの裁判の実態について、有意義な情報共有がなされた。

日時：２０１５年２月２６日（木）１３:30～17:３０

場所：法曹会館2階高砂の間

主催：法務省法務総合研究所、日本ローエイシア友好協会、

公益財団法人国際民商事法センター

参加者：約７０名

～プログ・ラム～

開会挨拶法務省法務総合研究所国際協力部部長松並孝二

第一部

講演ｌ：外務省参与/前駐インドネシア共和国日本国特命全権大使鹿取克章
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講演Ⅱ：平成26年度法務省インドネシア委託調査概要報告

「インドネシアにおける知的財産関係訴訟に関する調査研究」

JakartalnternationalLawOffice/弁護士平石努

Hakindahlnternational/弁理士山本芳栄

講演Ⅱに対する質疑応答

第二部

パネルディスカッション「インドネシアにおける裁判実務の現状」

モテ:レーター

ローエイシア会長/古賀総合法律事務所/弁護士鈴木五十三

パネリスト

タンゲラン地方裁判所長：DehelKenanSandan

インドネシア最高裁判所非訴訟担当副長官補佐判事EndahDettyPertiwi

JakartalntemationalLawOffiCe/弁護士平石努

質疑応答

閉会挨拶 公益財団法人国際民商事法センター理事/日本ローエイシア友好協会副会長ノ

弁護士法人松尾綜合法律事務所/弁護士小杉丈夫

（７）連携企画「アジアのための国際協力ｉｎ法分野２０１４」

当財団は、法務総合研究所・慶曜義塾大学大学院法務研究科・神戸大学大学院国際協力研

究科・名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター・早稲田大学法学学

術院・比較法研究所と共催して、次世代のアジア諸国法研究者や法整仙備支援の担い手を育
成するための連携企画を２ｏｌｏ年から実施しているが、本年度は「アジアのための国際

協力in法分野2014」を次のとおり３回にわたって開催した。

この連携企画では、国内外の専門家を招鴫して講義を行うとともに参加者がチームに分か

れて研究・報告・討論を行うことにより、アジアの法と社会を学ぶ意味、研究方法論と研

究史、法整備支援をめぐる理論動向、法律実務家がアジア法整備支援に関わることの意義

などについて年間を通して学んでいくことができ、参加者に対して、本企画に参加するこ

とにより、アジア諸国法研究や法整備支援の基礎知識や研究方法論を習得することになっ

たとともに、次世代の若手綴研究者・実務家が出会い、ネットワークを形成する場を提供す

るものとなった。

①キックオフセミナー

日時：2014年５月３１日（士）１３:００～１７：３０

場所：弁護士会館2階クレオＣ

～プログラム～
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②サマースクール「アジアの法と社会２０１４」

日時：平成２６年８月２０日（水）～２２日（金）

会場冒名古屋大学・文系総合館カンファレンスホール（7F）

第１部法整･備支援活動紹介

法整備支援活動紹介慶雁義塾大学大学院法務研究科教授松尾弘

関連機関の活動紹介

国際協力機構（ＪＩＣＡ）国際協力専門員・弁護士佐藤直史
日本弁護士連合会国際交流委員会弁護士天野麻依子

法務省法務総合研究所国際協力部教官渡部吉俊
公益財団法人国際民商事法センター事務局長北野貴晶

名古屋大学大学院法学研究科／

名古屋大学法政国際教育協力研究センター小畑郁

第２部講演

「カンボジア法整鋤備支援の過去。現在・未来」

モデレーター：神戸大学大学院国際協力研究科教授四本健二

パネリスト胃創価大学法科大学院教授・弁護士本間佳子
法務省法務総合研究所国際協力部副部長・検事柴田紀子

サマースクール、学生シンポジウムについて１０分担当三輪恵

閉会挨拶公益財団法人国際民商事法センター事務局長北野貴晶

開会式・趣旨説明１３:3０

～プログラム～

８月２０日（水）

開会挨拶・趣旨説明名古屋大学大学院法学研究科教授定形衛

第１部アジアの法と社会への誘い

基調講演名古屋大学法政国際教育協力研究センター長／
同大学院法学研究科教授小畑郁

「法律実務家とアジア～法務省による法整卿備支援～」

法務省法務総合研究所国際協力部教官甲斐雄次

「法律実務家とアジアーアジアの市民社会の形成と弁護士の役割～」
日本弁護士連合会国際交流委員長・弁護士矢吹公敏

｢研究者とアジア～新興国・途上国における「人権とビジネス』と法整備支援～」

JETROアジア経済研究所山田美和
｢研究者とアジア～憲法思想史的観点からみた『アジア』の意味～」
名古屋大学大学院法学,研究科教授国分典子
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８月２１日（木）

第２部変動するアジアの法と社会

「ロシアの経験からみた体制転換と社会主義法の『変容』」

名古屋大学法政国際教育協力研究センター准教授佐藤史人

「ポスト社会主義国における法と社会の調査方法論

～モンゴルにおける法情報・文献・史料の収集、および社会調査の経験から～」

名古屋大学大学院法学研究科特任准教授中村真咲

「法改革は経済成長や民主化にどのように寄与しうるか

－アジア諸国の例を題材にして」

慶雁義塾大学大学院法務研究科・法科大学院教授松尾弘

第３部アジア諸国の学生との対話

アジア諸国の学生によるプレゼンテーション

・ウズベキスタン「ウズベキスタンにおける国際結婚と離婚」

・モンゴル「ウランバートル市における大気汚染とそれによる人権侵害問題」

・ベトナム（ハノイ）「ベトナム刑法における死刑制度」

・カンボジア「カンボジアにおける表現の自由」

・ベトナム（ホーチミン）「刑事訴訟法におけるベトナムの弁護士の法的地位」

ﾌーィスカヅション

８月２２日（金）

第４部アジア法研究・法整備支援の展望

「アジア法研究の展望（仮題）」

名古屋大学法政国際教育協力研究センター准教授コンテイリ

「法整卿備支援の展望」

ＪＩＣＡ国際協力専門員・弁護士佐藤直史

第５部全体討論

コーディネーター：ＪＩＣＡ国際協力専門員・弁護士佐藤直史

閉会挨拶名古屋大学法政国際教育協力研究センター長／
同大学院法学研究科教授小畑郁

③学生シンポジウム

キックオフセミナー、サマースクールで学んだ知識を踏まえ、全国の各大学の学生メ

ンベーが集い、アジア諸国における社会問題についてそれぞれがテーマを選定し、法的
な側面を中心に捉えながら、より広く、政治。経済・宗教・文化などもふまえた多面的
な考察を行った。「法の分野での国際協力・国際貢献」としての開発法学と法制度整備
支援の実情と魅力に関して、学生等に研究発表させることを通じて、法制度整備支援に
対する広範な関心を集め、理解と協力を求めるとともに、今後の法制度整備に携わる人
材の育成強化及び関係諸機関との連携強化を図ることを目的とした。
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日時：２０１４年１１月２９日（土）１２:00～１７:００

場所：慶雁義塾大学三田キャンバス南館地下4階

～プログラム～

開会挨拶・趣旨説明慶膳義塾大学大学院法務研究科・法科大学院教授松尾弘

第１部有志グループの発表

「バングラデシュの労働環境とその法的側面」

「ネパール司法の．信用改善のために～裁判実務とコミュニティ調停から考える～」

「刑事訴訟法における弁護士の地位」（ベトナム）

「中国における環境不法行為法」

「モンゴル国における遊牧と土地所有法一国立公園遊牧システムの提案一」

「カンボジアの土地所有における法的諸問題」

第２部全体討論

モデレーター慶雁義塾大学大学院法務研究科・法科大学院教授松尾弘

第３部 講評

主催大学、ＪＩＣＡ、法務省法務総合研究所国際協力部

閉会挨拶公益財団法人国際民商事法センター事傍局長北野貴晶

（８）平成２６年度｢国際民商事法金沢セミナー」

石川国際民商事法センター及び法務省法務総合研究所等と共催して下記セミナーを実施

した。

開催趣旨：当財団は、１９９６（平成８）年の設立以降、約２０年間にわたり、アジア

諸国の民事・商事に関する法律の制定や運用、法曹の人材育成などの支援を推進し、市

場経済への移行を後押しするとともに、各国との友好関係の構築に取り組んできたが、

今回のセミナーでは、２０年にわたる東南アジアの新興国・ベトナムの法制度整備の過

程を紹介しながら、これからの課題について考える。

日時

場所

主催者

平成２７年３月５日（木）１４時００分－１７時(〕０分

北国新聞交流ホール（北国新聞赤羽ホール１階）

石川国際民商事法センター、法務総合研究所国際協力部北国新聞社、当財団

～ブログラム～

開会挨拶：高岸基

本江威喜

甲斐雄次

石川国際民商事法センター会長

公益財団法人国際民商事法センター監事

法務総合研究所国際協力部教官
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平成２３年４月から４年間の期間で、ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクトフェー

ズ２を実施している。このプロジェクトは、司法省・最高人民裁判所・最高人民検察院を

支援対象機関とし、支援の重点を「法の運用体制の強化」、「法曹等の能力強化・人材育

成」に置き、司法機関（裁判所。検察庁）及び司法補助機関（判決執行機関等）の能力の

改善に向けた取組を行う一方で民法改正、裁判所組織法改正等の起草支援を行うもので、

平成２６年度は、司法省と最高人民検察院を対象として、次のとおり本邦研修を実施した。

講演２「ベトナム投資の法的環境

講師：小幡葉子氏 (ベトナム在住の弁護士、金沢市出身）

｢法整･備支援の現状と展望」

川西－法務省法務総合研究所国際協力部教官

ホアン・テェ・リエン氏

小幡葉子弁護士

本江威喜公益財団法人国際民商事法センター監事

ペネノレディスカッション

コーディネーター

パネリスト

２、公益事業２（法整備支援事業）

平成２６年度に財団が関与した法整備支援事業の主なものは以下のとおり。

（１）ベトナム

講演ｌ「ニッポンの支援を振り返って」

講師：ホアン。テェ・リエン氏（元ベトナム司法省次官）

第４７回ベトナム法整備支援研修（SPP）

法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２（司法制度改革・改善）

平成２６年１２月４日（木）～１２月１８日（木）

国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI）

し・ドウック・スァンホーチミン検察官訓練育成学校副校長他１１名

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

②研修名 第４８回ベトナム法整備支援研修（MOJ）

法。司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２（民法改正）

平成２７年３月２日（月）～３月１３日（金）

JICA東京国際センター(TIC)及び法務省法務総合研究所(東京）

ディン・チュン・トゥン司法省次官他１１名

実施期間

実施場所

研･修員

民法改正を支援するための上記研修（MOJ）の準,備を主として、ベトナム民法共同研究会を

4回実施した‘』

』
，
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また､中央司法関係機関による法規範文書の運用及び裁判実務改善にかかる組織能力向上、

地方の課題への指導･助言能力強化、法規範文書の起草･改正を支援するため、ベトナム裁

判実務改善研究会を２回実施した。

（２）カンボジア

平成２４年４月から５年間の期間で、民法・民事訴訟法普及プロジェクトを実施している。

このプロジェクトは、司法省・王立司法学院・弁護士会・王立法律経済大学を支援対象機

関とし、各機関の中核人材の能力強化等を通じて，カンボジア民法，民事訴訟法及び関連

法令を適切に解釈，運用し，かつ，将来自立的・持続的に現行法の運用及び新法の起草を

可能にすることを目指すものであり、平成２６年度は，民事関連法令の起草・改正、運用

に対し適切に対応する体制及び能力の整,備・育成のための本邦研修を次のとおり３１且Iに分

けて実施した。

①研傭修名第４回カンボジア民法・民事訴訟法普及支援研修

実施期間平成２６年６月９日（月）～６月２０日（金）

実施場所法務省法務総合研究所（大阪）他

研修員ブンヤイ・ナリン司法省大臣官房副長官他１５名

②研修名第５回カンボジア民法・民事訴訟法普及支援研･修

実施期間平成２６年１０月２０日（月）～１０月３１（金）

実施場所JICA東京国際センター(TIC)及び法務省法務総合研究所(東京）

‘研修員マオ・ピロン司法省技術総局次長他15名

③研修名第６回カンボジア民法・民事訴訟法普及支援研修

実施期間平成２７年２月３日（火）～２月１２日（木）

実施場所法務省法務総合研究所（大阪》他

研修員テイト。ルッティー司法省付判事他15名

また、民法。民事訴訟法普及プロジェクト支援のため、次のとおり作業部会等を開催した。

カンボジア民法,作業部会１回

カンボジア民事訴訟法作業部会１回

（３）ラオス

平成２６年７月より４年間の期間で､司法省･最高人民裁判所.最高人民検察院.ラオス国立

大学を対象機関とし、法令起草能力や法令運用・執行能力の向上、法学教育・法曹養成研

修．継続的実務研修の改善及び法令の普及・理解促進能力の向上を図るため、法律人材育

成強化プロジェクトフェーズ２を実施しており、平成２６年度は、上記プロジェクトに対

応した、次の共同研究、研修を実施した。

①研究名ラオス司法制度共同研究
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実施期間

実施場所

研究員

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

③研修名

実施期間

実施場所

研修員

平成２６年８月４日（月）～８月８日（金）

法務省法務総合研究所(東京)他

ジョムカム・ブッパリワン司法省法・司法研修所長他5名

第１回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」国別研修（民法１）

平成２６年１１月１９日（水）～１２月２日（火）

JICA横浜センター

ジョムカム・ブッパリワン司法省統一司法研修所所長他１６名

第２回ラオス法整備支援研傭修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」国別研修（民法２）

平成２７年２月９日（月）～２月２０日（金）

JICA横浜センター

ブンボーン・フアンマニー司法省法制局局長他16名

また、支援組織として、ラオス民法アドバイザリーグルーブ（JICA-NET）の会合を１１回

開 催した。．

（４）ネパール

平成２５年９月から３年半の期間で、裁判所の事件管理制度の改善や司法調停による紛争

解決の促進を通じた、裁判所の迅速かつ公平な紛争解決機能の向上を目的とした「迅速か
つ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」が実施されており、平成２６年
度は、上記プロジェクトに対応した、次の研修を実施した。

①研・修名

実施期間

実施場所

研修員

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

ネパール裁判所能力強化第２回本邦研修

平成２６年９月１６日（火）～９月２６日（金）

法務省法務総合研究所（大阪）他

ジャガディッシュ・プラサット・シヤルマ・パウデル最高裁判所判事他９名

ネパール裁判所能力強化第３回本邦研修

平成２６年１２月２日（火）～１２月１２日（金）

JICA東京国際センター(TIC)及び法務省法務総合研究所(東京）

バイデャ。ナート。ウパッデ､ヤヤ最高裁判所判事他13名

また、本支援を効果的に推進するためにネパール国「迅速かつ公平な紛争解決のたぬ
の裁判所能力強化プロジェクト」に,係るアドバイザリーグループを６回開催した。

一方､平成２１年度よりネパール民法改正支援のため実施されている｢国別研修民法
及び関連法セミナーlの民法改正支援アドバイザリーグループの会合を１回開催した。
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（５）中国

平成２６年度は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（民法室）を支援対象機関

として、次の研修を実施した､，

①．研修名

実施期間

実施場所

研修員

②研修名

実施期間

実施場所

研･修員

③研修名

実施期間

実施場所

研，修員

勘研修名

実施期間

実施場所

研修員

中国「行政訴訟法及び行政関連法」国別研修（中国行政複議法･研修）

平成２６年５月７日（水）～５月１７日（土）

JICA東京国際センター他

衰傑全人代常務委員会法制工作委員会行政法室主任他9名

中国「市場経済の健全な発展と民生の保障のための

法制度支援プロジェクト」立法法研修

平成２６年１０月２０日（月）～１０月３０日（木）

JICA東京国際センター他

武増全人代常務委員会法制工作委員会国家法室副主任他9名

中国「行政訴訟法及び行政関連法」に係る食品安全法及び教育法研修

平成２７年１月４日（日）～１月１４日（水）

JICA東京国際センター他

衰傑全人代常務委員会法制工作委員会行政法室主任他11名

中国「市場経済の健全な発展と民生の保障のための

法制度整蝋備プロジェクト」に係るインターネット法研修

平成２７年１月１４日（水）～１月２３日（金）

JICA東京国際センター他

楊合慶全人代常務委員会法制工作委員会経済法室副主任他１０名

（６）モンゴル

平成２２年からモンゴル最高裁判所と協力し、調停センターの利用を促進しつつ、モ

ンゴル全国に調停制度を導入する計画策定を支援する「調停制度強化プロジェクト」

を実施している．平成２５年度からフェーズ２として継続しており、平成２６年度は、

モンゴル調停制度強化アドバイザリーグループ会合を４回開催した。

（７）ミャンマー

法務長官府の怯案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法情報の調査及法案

作成能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、人材育成強化を支援するため

の3年プロジェクトが、平成２５年１１月にスタートした。平成２６年度は、次(ﾉ>研修

を実施した。

①研修名第１回ミャンマー法整ゆ備支援プロジェクト本邦研修
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第４回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究

平成２７年２月２２日（日）～３月１日（日）

法務省法務総合研究所(東京）

ポンタス・エフェンディバンドゥン地方裁判所長〃他7名

実施期間

実施場所

研修員

第２回ミャンマー法整備支援プロジェクト本邦研修

平成２６年１１月３日（月）～１１月１４日（金）

法務省法務総合研究所（大阪）他

ヌヌィン法務長官府事務局次長他１３名

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

③研修名第３回ミャンマー法整傭備支援プロジェクト本邦研修

実施期間平成２７年３月２日（月）～３月１３日（金）

実施場所法務省法務総合研究所（東京）他

研修員エイ・エイ・ティン連邦最高裁判所法案起草局部長他11名

また、支援組織として、ミャンマー国「法整備支援プロジェクト」会社法アドバイザ

リーグルーブの会合を１回開催した。

（８）インドネシア

インドネシアにおける民事裁判実務の現状と課題などについて情報提供を受けるとともに

我が国の民事裁判実務を紹介して，両国の民事裁判実務のあり方などを共同研究するため

に、次の.研修を実施した。

平成２６年５月１７日（士）～５月３１日（土）

JICA東京国際センター(TIC)及び法務省法務総合研究所(東京）

チョウ・サン法務長官府事務局長他11名

①研究会名

実施期間

実施場所

研究員

（９）法整備支援連絡会

平成１２年から法整鋤備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交換を行う場と

して、法整備支援連絡会を開催している。平成２６年度は従来と同様、平成２７年１月２
３日に大阪で開催された。（当財団後援）

平成２７年１月２３日（金）９：４０～１８：００

(大阪）大阪中之島合同庁舎２階法務省法務総合研究所国際会議室

(東京）JICA麹町会議室(ＴＶ会議システム）

法務省法務総合研究所、独立行政法人国際協力機構(JICA）

ポスト2015時代の法整備支援

法整備支援に関与している関係機関、関係者

時
場
日
会

主催

テーマ

出席者
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＜管理報告＞

l、理事会・評議員会

平成２６年５月１２日

・第４３回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項

（１）平成２５年度（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）事業報告、
計算書類およびそれらの附属明細書承認の件

（２）任期満了に伴う理事選定の件

（３）参与選定の件

（４）定時評議員会招集の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の書面による同意の意思表示及び監査役２
名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事
会の決議があったものとみなされた。

平成２６年６月９日

・第３５回評議員会

開催場所学士会館３０１号

決議事項

（１）平成２５年度計算書類等承認の件
（２）理事選任の件

報告事項

（１）平成２５年度の事業報告の件

（２）平成２６年度事業計画及び収支予算書報告の件
出席等決議に必要な出席評議員の数８名、出席７名、欠席１名、監事出席２名

平成２６年６月９日

・第４４回理事会

開催場所学士会館３０１号

決議事項

（１）代表理事。業務執行理事選定の件

（２）参与選定の,件

（３）学術参与選定の件

（４）６月末日までに内閣府に提出する平成２５年度事業報告等に係る書類の提出及
び記載内容等について理事長に一任する件

報告事項

（１）代表理事の職務執行報告

（２）業務執行理事の職務執行報告

出席等決議に必要な出席理事の数７名、出席７名、欠席０名、監事出席２名
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平成２６年７月１６日

・第４５回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項

（１）公益財団法人国際民商事法センターの次の規程を制定すること。
①事務処理規程

②印章取扱規程

③文書管理規程

（２）参与選定の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の書面による同意の意思表示及び監査役２
名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事
会の決議があったものとみなされた。

平成２６年９月８日

・第４６回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項参与推薦の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の書面による同意の意思表示及び監査役
２名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、
理事会の決議があったものとみなされた。

平成２７年３月１８日

・第４７回理事会

開催方法住友商事（㈱東京本社３８階３８３Ｅ会議室
決議事項平成２７年度事業計画の件

報告事項代表理事の職務執行報告
出席等決議に必要な出席理事の数７名、出席７名、欠席０名、監事出席１名

２、機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

第４３号平成２６年７月発行

平成２５年度事業報告、平成２６年度事業計画

３、ＩＣＣＬＣニュースレター発行

-１，

第３２号平成２６年４月発行

国際民商事法金沢セミナー

第３３号平成２６年１０月発行
「アジアのための国際協力in法分野2014」キックオフセミナー

パンフレット作成･ホームページの内容修正
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平成２６年７月、当財団パンフレットの改訂版を作成した。ホームベージでは、公表資

料や発信‘情報を適宜更新している。

以上
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Ｉ資産の部

ｌ流動資産

現金預金
有価証券
未収入金
前払費腐
仮払金

流動資産合計

２固定資産

(ﾕ)基本財産

定期預金
投資有価証券
基本財産合計

(2)その他の固定資産
建物代属設備

減価償却累計額
什器備品
減価鋤償却累計額
無形固定資産
減価償却累言-額

電話加入権
差入保証金

その他固定資産合計

固定資産合言一
資産合計

11負債の部

l流動負債

未払金
未払消費税等
前受金

預り金

流動負債合計
２固定負債
長期前受金
固定負顛債合計
負債合景

Ⅲ正味財産の部

…般型味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合嘉一

貸借対照表
平成27年３月３１日現在

窯年度

10,512,300
300,938

19,692,269
353,765

30,859,272

42,500,000

7,500,000

50,000,000

468,615

△Ｌ４９，９５７

4,465,963

△3,300,上9６

647,850

△226,748

301,392

1,965：366

4.172,285

師4,172,285

85,031,557

946,757

745,900
454,536

20,290

2,167,483

０

２，１６７，４８３

82,864,074

82,864,074
８５．０３１，５５７

－２３－

前年度

7,217‘324

297,188

25,052,737

353,765
450

3２，９２１，４６４

42,500,000

7,500,000

50,000,000

468,61ｂ

△70,292

4,289,383

△2,618,270
647,850

△９７，１７８
301,392

1,965,366
4.886.866

54,886,866

87,808,330

1,506,410

０

１，８１８，１４４

3,324,554

454,536

454,536

3,779,090

84,029,240
84,029,240

87,808節330

(単･位:円）

増減

3,294,976
3,750

△５ｺ360,468

０

△４５０

△2,062,192

８

０

０

０

△79,665

176,580

△６８１，９２６

０

△129,570

H１

△７１４５８１

△７１４，５８１

△2,776,773

△559,653

745,900

△1,363,608

20,290

△１，１５７，０７１

△454,536

△454,536

△1,61.1,607

△１，１６５，１６６

△1,165ｙｌ６６

△2,776,773



7.560

皇位.円

0

-192859

実績

3．６１６

正味財産増減計算謡

自平成２６年４月１日至平成２７年３月３１日

－２４－

実績

皇位.|器

委託謎〈人件愛〕

俸;合緒給与

2.959.275 2.639.498 鉦９．７７.『

０丘 一コ Ｉ

法定福利喪

諸謝金

86.349
－
４５

’
６ 匡三二_坐旦亜

０
一

旅費交通費一一

而信蓮搬費

600.000

253436

527.828 72-172

18.975234.461

会議費

際 費一一

695.000

場壷
466.795

新聞図書饗

諸会黄一一

光熱水道壷

消耗品壷

消耗什器備品費

修繕費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

黄借料

共益費

租税公課

支払手数料

減価憧却費

保険料

雑費一一一一一一

経常費用計

評怖椙燕等調堅前当期経常増減麺

’--一一面扇百
233.000

63.600

192.000

40.000

67.536

8502噌７

2ｸｸー S78

3.000

74040

160.852

2.746

95-844.076

64.717

254.000

62.323

智４１．１７８

軒２．０９

８６４．３９

203839

91.830

1７８２３２

０

-弓２１２１

･･2判､000

1２７７

50_R”

4ｑＯＯＯ

＝君２０９６

3.115

-14-判７必

18839

-773.800

-17-790

･'7.380

-2.746

章4.814

6.808.641

０
－

776‘800

89.035.435

基本財産 評価損益等

特定箕産

投資有価

罪価揖祷等

証券評価握益毒

評{面撞益等言Ｉ

当期経常増減額 －１１６５．１６６ 972.307
-

2-経常外増減の部

(1)経鴬外収益

当期一般正味財産増減額一 －１９２．８５９

一般正味財産期首残高

一殻正味財産期末残高

84.532.021

－８４‘339J里

84.029,240

82.864.074

－
２
｜
釦

1.475.088
画一一一

正味財産期末残高 ８４．３３９．１６２ 一5面雨刀741-－1,475,0881‐

科目 予算額

巳巴＝‐一Ｆｐ■r■｡■弓～一･･=マーーー■

１．経常増減の部

(1)経常収益

①基本財団運用益一一

基本財産受取利息

②受取会費一一一一

受取会受

③事桑収益

業務受託収益

研悠業務受託収益

④その他一

受取利息

その他

17-84

21.500.00

7228T,270

72.281.270

16.978

1,835皇?型

1４．２３１

21.500.000

64.499.935

64.499.935

4.83
弓一一一－－－

１１１，８回1.261

1２１４４

３’－１旦些Ｚ

7.781,型

7.781.33

－－－酉＝~ﾏｮﾆ

秀胃収益宵:．
(2)経常愛用－－－‐

事業謎一一

委託蟹〈その他〕

95.651.217

88.084,601

23‘628,3“

委託費〈人件愛） 21.677.58 17-533.91

俸給緒給与

去定福利費

諸謝金

旅愛交通壷一一

通信運搬費

会 譲喪一

交際蓑一

10-178.74

12.276.70

1-335.25

7.637.41

３－０３７．２３

4１０．５１

3.838.07

1.386‘4０

414.75

-3.037.230
一

=410.510

6340.673

890-304

－７

1.086.580

| －－

550.83

会場愛

印刷製本蚕一

読聞図書壷

1.807′8７

1.800.754

458443
一一一一一一一一一Ｆー

諸会喪

光熱水道費一一

消詫品萱

254‘

1.079

400

1０６

249.29

821.631

５‘107

257.475

消耗什器備品費 160.1]110

惨繕豊

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

賃借料一一一一

571.699

3.400.869

共益壷

租我公課

支払手数料一

減価償却受

８９０－７１１

272.301

643.407

８石陣3５

243‘34

75-356

汚 一~ロ
28,957

-69‘型２712.929

保険料

雑費 弓0.984

管瑳費（注〕 7-759-475 8.920.696

－一６４ａ５０Ｑ 1.288-764 -,640.264

87.870.26汀一一７‘780,948

80..号4.73 7.969.862

2３－５８１４１

２３８６８０ -578.930

2.358.761 ･558.007

967.75

２８８７８

3457.56

２８２．９１２

-56,698

10-984 ･１０．９８４

975-702 -280.702

46.925

4.143.664

･･509-313
・
０
｜

160‘０００

10,984

･･1.161.221

87.855

－
０
－

増減額 備考



皇位.円

－２５－

正味財産増減計算書内訳表

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

｜ 擁
ｉｌ一般正味財凄増滅の部

１１塁経常増減の部

｜公益目８９事業会計

|篭 ｨ|…実壁墓 合計
-｜法人会計

ｌ－

ｌ総含齢
Ｉ

〔1)経常収益

①基本財団運用益一一

基本財産受取利息

②受駁会費

14.23１ 1,1０ 14.23

'－－－

'一

14-23

受取会費

③事業収益

業務受託収益

’10.965‘００O’９
0１64499.935
刷匡ョ翫再扉顧肩弱

0.965.00

4499.93

4.499.93

10.535.00

iｌ

21500.0〔

64.499.9

研惨業務受託収益

④その他

受取利恩

その他一一

４．８３

0１

４１０ 4．８３

戸
一

1.85126 1851.26

一経常収益計 10.984.06５１64.499.935

(2)経常費用

率業費

委託蚕くそ･の他）

委託受（人件受）--－

俸給緒給与

法定福利費

諸謝金

旅登交通調

通伝翻瀧誕

会議翌

交際費

会場費

印刷製本費

新聞図啓費

諸会畳

光熱水道喪

消耗品愛

消耗什器鰯品費

修繕費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

霞借料

共益黄

租読公課

支払手数料

減価侭却賀

保嬢料

雑 愛一

管理費（注）

委託費〈その他）

雲託賢（人件弦）

傭給緒給与

法定福利費

諸謝金

旅変交通詞

通信運搬費

今講彊

交際費

会鴫変

印刷製本費

新聞図替費

諸会蓋

光黙水道費一

肖耗品登

肖耗什器備品費一

怪繕費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

賃借料

共益費

租説公課
支払手数料

減価償却受一
保険料

一 塗堂一
》

評Ｉ茜損益等調整前当期経常増減額
蓉甲■ー一己一q■ー一ﾛｰ＝一一画産寺画一守一一一一一一口

戸口画両軍罰産評(塞益篭一一一Ｉ
特定資産評|面損益等

投資有価証券評価損益等一

評価損益等計

当期経常増減額

2．経常外増減の部

:5.2W５．９８

1.164.13

１．３８

４７１

５１

2.378.289

2128.940

780.885

31.162

215-997

6.048

３２．２１０

432.196

48.656

8９．１１６

／
／

15.215.982

・4２３１．９１７

3-72

｡_０５？

Z_5８

7.12

).8５

2１６４‘898757
22.417.285

16.693.652

2.733.507

389.459

2.455.496

6.669.283

894.900

4.172544

257.868

1-577.876

967.292

218.131

３０２

７１３４３６

194.688

623.813

64898.757

-398.822

ﾗ.577

ラム371

８０．１１４．７３９

-4.630.739

B0.1Ｔ４．７

23.581.4

17-533.9

3.037.2

4１０５１

3.838.076

11.386.403

4.4ｲ4‘752

6-550833

2.386.808

2358.761

967.756

249.293

B２１．６３１

48.384

288.787

3.457.566

815.355

712929

１０‘９８４

ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ
Ｊ
Ｊ
”
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｆ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｆ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
，
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｆ
ｆ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
”
，

1-288.764

2.639.498

6３５１４

234.461

975.702

466.795

6411Ｚ
254.000

62.323

１４１.':７８

1２．０９６

64.421

864.392

203‘839

776.800

91.830

1７８２３２

2.746

三一画

－』

3,465,573

Ｂ０．１１４－７３

23.581-41

17.533.918

3.037.23

４１０．５１０

3.838.076

11.386-403

1.414752

6.550.833

2.386.808

2-358.761

967.756

2４９２９３

288.787

3-457566

815.355

8.92,.696

1.288.764

2.639.498

6３．５２４

527.828

2３４．４６１

975.702

64-7罰７

254-000

62,323

864.392

２０

１７８２３２

7,560

B9-O35-435

43-344

１２．９２９

0.984

００

3９

1９

１０

8.920.696

＝豆郵、司羽！

(1)経常外収益

【2)経常外壷用
０
’

当期一般正味財産増減額 －４．２３ｉ､９１７

･一般正味財産期首残高 －里些響9１
-．股正味財産期末強高

正味財産期末残高
82.864.074



附属明細書

Ｌ基本財産及び特定資産の明細は､財務諸表に対する注記に記載している。

2．引当金はないので、明細は作成していない。

－２６－



(単,位冒円）

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、
売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法
①有形固定資産
定率法

なお主な耐用年数はつぎのとおりであります。
建物付属設備１０年
器具備品４～１５年

②無形固定資産
定額法耐用年数5年

(3)リース取引の処理方法

リース物権の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引
については､通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は､税込方式によっております。

２基本財産の増減及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位:円）

3．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は､次のとおりであります。

－２７－

科目

定期預金

投資有価証券
計△

ロ

当期未残高

42,500γ000

7,500,000

50,000,000

〈うち指定正味財産
からの尭当額）

〈うち一般財産から
の充当額）

(42,500,000）

(7,500,000）

(50,000卵000）

〈うち･負債に対･応

する額）

科目

定期預金
投資有価証券

計△
ロ

前期末残高

42,500,000

7,500,000

50動000,000

当期増加額 当期減少額 当期末残高

４２'500,000

7,500,000

50,000,000



貸借対照表科目

(流動侭産）

流動奮産合号:.

(固定資産）

基本財歴

現金

普通頂金

有価証券

未収人金

前払費用

定期預金

投査有価証券

その他の固定資産建物付鵬設備

固定資産合計.

笹産合計

(流動負債）

流動負備合計

(固定負債〉

固定負橘合計

負債合計

正味財産

｢･:･器備品

無形固定資歴

電話加入権

些入保証金

未払

未払消費税等

前受金

煎り金

負借及び正味財産合計

財産目録

平成27年３月３１日現在

器所･数辻等

手許保管

現菱東京〔;画銀行虎ノ風Ll支店

みずぼ銀行丸の内中央支店

三井住友銀f､：撒比谷支店

晶菱蕊京UFJ銀行東京営業部

三井候友信託銀行烹京営業部

中国ファンド大和証券

j:菱東京￥町銀行虎ﾉ門支店

みずほ銀行丸の内中央支店

弓井住･友銀行日叱谷支店

戸菱東点しF1銀行東京営業部

蕊井住友信託銀行東京営業部

育価証券杢国ファンド大和証券

港区赤域』３芦５赤坂アピクシオンどル

賃蛍半携所内装工事費

ハソらニン他

会計ソフト

電話加入樋

事務所を賃貸･ﾘｰるにあたり保証金を

差し入れ

－２８－

使用目的等

運転資金

運極資金

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

連転資金

岳:CAよりの業務委託従の未収金

串祷所皆借挫H27年１月分前払い

公益闘的保有財産であり、運用益を調査･研究事
業及び講演会･セミノーー等の開惟事業の財源とし
と使用している』

共有財産であるため.使用面桜の割合I『より、下
詑のとおり按分：,.くいる｡

１０階(期末帳簿価格3:,866円)は､公益目的保有
財産荏し｡<、調査･研先事業及び講演会･セミ･ﾉー ｰー
等の開催事業に使用している。

70､(期末槙簿価格223,061円)は､公益目的保有
財産とＬ･ぐ､法整備支援事業に使用し-ごいる．

20冊(期末I脹簿価格63,73【P:)は､公益目的事業
に必要な法人管理活動の婿に供する財産と."て､
管理業務に使用している。

公益国的保有財産であり､各事業及び管理業務
で使用ｔ"ている共有財産である。

公益目的保有財産であり．各事業及び管理業務
で使用:,てｖ,ろ共有財産である,

派遣会社に対･する委託猛の未払い

カンボジア民睦部会出贈のための研究員出張旅費

事務所強制移転に伴う家後補填平成27年震分

雇用保険料､源泉徴収の預り金

(単位:円）

ミ761823

8,9Ⅱ4,349

２７．，４９８

178,68.1

180.982

799,964

300.938

19.692.269

353.765

30.859.272

ｌ０ｉＯＯＯ,0００

１０１０００，０００

7,500,000

70500,000

７．５０００００

500.00Ｕ

3１８．６５８

1,165,767

4２１．１０２

301.39Z

9６

54.172.285

85勺０３二､557

880.687

6６，０７０

745,900

454,536

20,290

2.167.483

､：

２．１５了.､Z8gl

824‘864.074

85.03』.557



監査報告書

公益財団法人国際民商事法センター

理事長原田明夫殿

平成２７年４月２１日

公益財団法人国際民商事法センター

※婁泰浬蔵慧霧

”…瞳識
私たち監事は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの理事の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

l、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整

備に努めるととともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法

に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計

算書類（貸鞭借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産

目録について検討いたしました。

２、監査意見

（１）事業報告等の監査結果

一事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの

と認めます。

二理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

（２）計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の

状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

－２９－



平成２７度事業計画書

(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

l、公益事業ｌアジア地域を中心とする民商事法分野での調査・研究及び講演

会。セミナー等の開催並びにその援助

成果物については、印刷物にして関係者に配布するとともにホームページ上に

公開することとしている。

（１）調査・研究事業

①日韓パートナーシップ共同研究

韓国とは、経済。文化他全般にわたり、従来に増して緊密な関係が進展すると

期待されており、当財団は法務省と共同して、平成’１年度より法務省･法務局

と裁判所の職員､韓国の大法院(最高裁)・各級法院に勤務する登記及び執行関係

職員との間で所掌業務に関する諸問題について相互に研究検討するパートナー

シップ共同研究を実施している。平成２７年度は引き続いて「不動産登記制度、

商業登記制度、戸籍・供託制度及び民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」を

テーマとして、６月に高陽(韓国)、１０月に東京で共同研究を実施する予定で

ある。

② アジア太平洋地域法制度調査研究

当財団は、法務省法務総合研究所と共同して、アジア太平洋地域の法制度につ

いて関西の学者、実務家に依頼し、研究会を実施している。第１期「倒産法及

び倒産法に関連する担保」、第２期「ＡＤＲ」、第３期「知的財産権保護法制」、

第４期「国際会社法比較研究」、第５期「株主代表訴訟」、第６期「監査制度」

を実施してきた。平成２４年度より３年間実施してきた第７期「会社情報の提

供制度」については、前年度に終了したので、今年度成果物を出版することに

している。第８期（平成２７年度より３年間）についても、同様の研究会を実

施する予定で、テーマ及び研究会のメンバーを選定することにしている。

（２）セミナー、講演会、シンポジウム事業

①日中民商事法セミナー

当財団は中国国家発展改革委員会を中国側の相手方として他関係機関の協力も

得て中国との法律交流事業を取り進めているが､平成２７年度は第２０回日中

民商事法セミナーを次のとおり開催する予定。

時期･場所

テーマ

主催日本

平成２７年１１月東京、大阪

未定（検討中）

法務省法務総合研究所、当財団
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中国

日本側講師

国家発展改革委員会

テーマに関する専門家講師２～３名招聴

本セミナーでは日中の開催地側（今年度は日本）より時機に応じたテーマを取り

上げて相手国の専門家を招鴫し講演を行ってもらう方式をとっており、今年度は

日本側から要望を出すことになっている。

日中民商事法セミナーは、当財団設立以来継続してきた重要プロジェクトであ

り、日中双方の民商事法分野での専門家の交流を通じ、広く企業等実務家にも有

意義であるとの評価を受けており、この内容の一層の充実を図るとともに、ます

ます国家発展改革委員会との友好関係を深め､将来に向け新たな協力事業も検討

したい。

②国際民商事法講演会

特定国について関心の高いテーマを選び､当該国の専門家による講演会を機会あ

る毎に開催しており、前年度は「インドネシアにおける知的財産権と裁判実務の

現状」をテーマとして実施した。

当年度も法務省法務総合研究所他関係諸機関の協力を得て､前年度に引き続き講

演会を開催する予定としている。

③国際民商事法「金沢セミナー」

アジア・東南アジア地域におけるビジネス法関連の情報交換と、同地域における

ビジネス法｡経済法分野での法整備支援のニーズ及びドナー間連携の可能性につ

いて意見及び情報交換を行うことを目的として国内外の専門家を招いて実施し

ている。平成２７年度は、次のとおり開催する予定である。

』

時期･場所

テーマ

主｛崖

平成２８年３月金沢

未定（検討中）

石川国際民商事法センター、当財団、

北国新聞社及び法務省法務総合研究所

連携企画（人材育成のためのシンポジウム等）

法整備支援を促進するためには、これを支える国内人材の育成と活用が極めて

重要であり、さまざまな人的資源を発掘。確保するための一方策として、法整

備支援を担う次世代の若者らとの意見交換の場を提供することが必要である。

法務省法務総合研究所、名古屋大学法制国際教育協力研究センター(CALE)、当

財団他が主催して、他大学生，法科大学院生へ若手法曹や研究者を対象に、平

成２１年８月に「わたしたちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際

協力」シンポジウムを開催し、その後継続している。平成２７年度は、引き続

き、「アジアのための国際協力in法分野」をテーマして、６月にキックオフセ

ミナーを、８月にサマースクールを、１１月にシンポジウムを夫々連携して

開催する予定である。
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上記の他に、法務省をはじめとしてアジア諸国の法制度に関係している諸団体が行

う事業で、当財団の目的趣旨に沿うものについては、その成果を上げるべく、当財
団としても積極的に協力することとしている。

２、公益事業２法整備支援事業

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、政府開発援助(0,A)の一環として、主と

してアジア諸国を対象に法整備支援及び法曹人材の育成支援のため、各国より

立法担当者や政府関係者を招致し、日本の法制度やその運用システムの研修を

実施している他、現地への専門家派遣、法律草案作成、法曹養成教育機関への

協力等の支援プロジェクトを拡大している。

当財団は、国際協力機構による民商事分野の支援事業を平成１２年度より随意

契約で受託し、法務省法務総合研究所他関係先と協力し実施してきた。平成２

０年度よりは共同研究会･作業部会等の運営管理業務については公示｡応募によ

るプロポーザル方式に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定

され、平成２０年度、２１年度委託業務を実施した。平成２２年度～２４年度

については一般競争入札となり、当財団はこれに参加し所定の手続きを経て平

成２２～２４年度の業務委託契約を締結した｡平成２５～２７年度については、

共同研究会･作業部会等の運営管理業務に加え､それまで個別に随意契約で実施

してきた国別研修の精算業務等も合わせた公示･応募によるプロポーザル方式

に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定され、平成２７年度

はその最終年となる。

国際協力機構受託事業収入の過去5年間の推移は以下のとおりである。

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

受託事業収入（千円）

６１，２３０

５７，５３４

５６，７２２

６８，３９０

７２，２８１（見込）

(1)Ｈ２７年度に予定されているプロジェクトは次のとおり。

①ベトナム

案,件名：２０２０年を目標とする法。司法改革支援プロジェクト

案件概要：ベトナム法務。司法関係機関（司法省、首相府、最高人民裁判所、最高人

民検察院、ベトナム弁護士連合会）における、2013年憲法及びベトナムの

2020年を目標とした法・司法改革の趣旨に従った、法規範文書の審査能力

強化、法規範文書の草案起草、法規範文書の統一的な運用に向けた助言．
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指導能力及び裁判・執行実務の能力向上、適正かつ効率的な法規範文書の

運用。適用の基礁轄備を支援。

部会等：ベトナム民法共同研究会、ベトナム裁判実務改善研究会

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、３回/年

②カンボジア

案件名：民法・民訴法普及プロジェクト

案件概要：民法。民事訴訟法及び関連法令の定着のための、司法省、王立司法学院、

弁護士会、王立法科経済大学における人材育成、司法省の民事運用能力

強化支援、民法関連の不動産共同省令の起草。普及支援

部会等：カンボジア民事訴訟法作業部会、カンボジア民法作業部会

研修予定：１６名を２週間の予定で招へい、２回/年

③ラオス

案件名：法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２

案件概要：ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及びその所属職員・教員の、

法令の起草（起草のための研究を含む）、法令の運用。執行、法学教育。

法曹等研修及び法令の普及。理解促進の改善に取り組む能力の向上を図

り、ラオスにおける体系的で一貫した立法。法運用・執行並びに政府職

員及び一般市民の法制度へのアクセスの向上を支援

部会等：ラオス民法アドバイザリーグルーブ（jlCA-NETセミナー）

研修予定：２０名を２週間の予定で招へい、３回/年

④ネパール

ａ・案件名：（個別案件専門家）法整備アドバイザー

案件概要：ネパール政府による第２次５ヶ年司法戦略計画等の効果的かつ効率的な

実施、及び民法の立法化・普及の支援等を行う

部会等：ネパール民法改正支援アドバイザリーグルーブ

b､案件名：迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト

案件概要:裁判所の事件管理制度の改善や司法調停による紛争解決の促進を通じた、

裁判所の迅速かつ公平な紛争解決機能の向上。

部会等：ネパール裁判アドバイザリーグルーブ

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、２回/年

⑤ミャンマー

案件名：法整備支援プロジェクト

案件概要：法務長官府の法案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法情報

の調査及び法案作成能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、

人材育成強化を支援

部会等：会社法アドバイザリーグルーブ
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研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、３回/年

⑥モンゴル

案件名：調停制度強化プロジェクト（フェーズ2）（平成２７年１２月１５日終了予定）

案件概要：調停法成立を受けて、調停制度の全国導入を支援（制度整備、人材育成

支援等）

部会等：モンゴル調停制度強化アドバイザリーグルーブ

⑦中国

a,案件名：（国別研修)行政訴訟法及び行政関連法(平成２７年６月３０日終了予定）

案件概要：中国行政訴訟法及び行政関連法の改正に資する日中の法令。規則及び裁

判実務の比較検討

部会等：中国行政訴訟法及び行政関連法アドバイザリーグループ

b・案件名

案件概要

市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト

日本の立法経験を参考にした、質の高い、有効に実施可能な中国の経済、

社会分野の法律制定。改正作業の促進を図るための、日本の関連法制度

と運用に関する研究成果の取り纏め及び日本の立法過程及び立法後評価

（政策評価）の経験に関する研究成果の取り纏め

⑧インドネシア

新たに「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェク

ト」をスタートさせる方向で検討する。

（２）

、

その他法整備支援案件

法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交

換を行う場として、法整備支援連絡会を開催している。平成２７年度は従来

と同様、平成２８年１月に大阪で開催される予定である。（当財団後援）

②東ティモール

案件名：東ティモール共同法制研究

案件概要：東テイモールにおける法制度整備の状況，法案起草能力等に関す

る最新情報を入手するとともに，我が国の立法技術や制度構築に

関する基礎知識等を紹介し，今後の同国における法令整備及びそ

の運用の在り方につき共同研究

研修予定：３名を１週間招へい。１回/年

３，その他

（１）機関誌「ＩＣＣＬＣＩ発行予定

平成２７年５月（第１９回日中民商事法セミナーの特集号）
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(２）

平成２７年７月（平成２６年度事業報告、平成２７年度事業計画を掲載）

その他、セミナー。講演会の成果物として、ニュースレター「ＩＣＣＬＣ

ＮＥＷＳ」を随時発行予定

パンフレット作成･ホームページの維持

当財団パンフレットの改訂、ホームベージのメンテナンス等を行う。

ホームページでは、財団の活動を幅広く知ってもらうため、セミナー・講演

会等の案内を都度掲載し、またその成果物についても、極力ホームページ上

で公開することとしている．

以上
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-５５．８６０

単位:円

増減額

１３６．９９９

収支予算害（正味財産増減予算書）

自平成27年４月１日至平成28年３月３１日

－３６－

増減額

単位:|茜

科目

I・‐股正味財度増減の部

予算額

１．経常増減の部

（１）経常収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息

②受取会費

受取会費

③事菜収益

粟務受託収益

研疹菜務受託収益

④その他

受取利息

その他

:7.847

20-700-000

72281.270

72.281,270

16-978

454.536

1７．８４７

21.500.000

72.281.270

72.281.270

1６９７８

1.835.122

-800.000

－L380.586

経常収蓋計一 93.470631 95.651.217 -2180.586

(2)経常愛用

事業費

委託費〈その他）

委託費〈人件費〉

俸給緒給与

法定福利蜜

諸謝金

旅費愛通愛

通信]璽搬萱

諾賓

交際蚕

騒寅

印刷製本費

新聞図書蜜

諸会費

光熱水道費

消耗品頚

消耗什蕃備品蜜

ＯＡ機器トス料

修繕賀

賃借料

共益蚕

租穫公鯉

支払手数料

域l罰償却費

錐費

管理賛（注）

委託費〈その他）

委託費〈人件受）

俸給緒給与

去定福利喪

諸謝金

旅費交通費

通

会

交

場費

印刷製本費

新聞図書費

諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗什器備品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

責借料

共益費

租税公課

支払手数料

減価侭却壷

経常費用計

評価損益等讃整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

特定壷産評価損益等

投箕有価証券評価損益等

信運搬費

諾費

瞭費

８７．０１５．１〔

”ワ２１．９

8.53

１０．４０

1０８２

1.25

7-50

2047.987

２４０－０００

1.033.992

160,000

554.189

3.524-144

２７１．５４１

643.407

10.984

6.511.305

1.41i5.840

405.920

169.006

766.778

227.363

950.000

4０００００

5４１０８

393.600

60.000

１６３２００

40.000

63.158

881.036

ワワワ３７０

95.328

1６０８５２

2mZ4６

93-526.491

1.440

7-445

1.37Ｂ

〕.575

８８－０８４６０１

23-628.344

21-677.582

10.11

1２．２１

1.3

７．６

1.807.878

1.800.754

458.443

254-400

４．０７９．１０６

1６００００

3.400.869

890.711

2７２３０１

643.407

10.984

7.759.475

648.500

2.959.275

86.349

600.000

253.436

5５４．６５０

52.596

四3-,00

63.600

192.000

４０．０００

850.217

ｸｸﾜ６７８

3．０００

74.040

160.852

2．７４６

95.844.076

78.749

76.707

35.253

３７．４１３

＝406-412

＝１３‘1４２．８５１
－一一

11.161.440

1.897.445

224.637

-1-449.638

･･83-875

-127-838

240-109

573.310

-14,400

－２７．５１０

-.1‘233

－７６０

-1.248.170

-2.959.275

405.920

82.657

両

･-26073

255.000

・１５４６５０

1５１２

160-600

-3.600

-28.800

･-4-378

３０．８１９

-308

-3.000

21.288

-2317.585

]６

３２

571.699

-1069.414

評価損益等計

当期経常塘滅額

２経常外増減の部

(1)経常外収益

＝192.859

■l■■■■■■■

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額

一般正味財産斯首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

-55.860

83-331.462

83.275.602

B3.275.602

･-192859

84.532021

84.339.162

84.339.162

200.559

063.560

063560

136.999

前年度予算頚 騰考



単位:階

3７－

0１１７．８４７1７．８４７

-4.093.4631-48,6281－４‘142,09114,086‘231Ｉ-55,860

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成27年４月１日から平成28年３月３１日まで

旅費交通徴

祇信迩搬費

会議聾

交際愛

会嶋萱

印刷製本蚕

新聞図書壷

諸会受

光熱水道費

肖耗品愛

消耗什器階品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

繕繕費

賛借料

共茎費

租税公課

支払手数料

減価償却費

雑愛

管理蚕（注）

委託喪（その他）

萎託萱〈人件受）

俸給緒給与

法定福利喪

諸謝金

旅蚕交通認

拓信篭擬費

認愛

交際認

会場費

印刷製本斑

新聞図雲認

諸会壷

光熱水道費

消耗品翌

消耗什善備品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

賃借料

共査蛍

租税公課

支払手数料

減価侭却賓

鰭費

4.272722

338.956

1.846.111

2.047.9Ｂ７

1.923.310

30.000

３『､５７９

21.152

80‘４２６

Ⅱ

6.554347

9１２４２２

5-663.464

4Ni0.754

45日.443

210.000

666-068

140.000

522.610

3.083.626

２５０３８９

5６２９８１

9.611

Ⅱ
／

643407

10-984

１０.［

7.［

2.047.987

2.374.064

240.000

554.189

3.524.144

889-478

271-541

27.069

1.378

経常萱用曾・

評価損益等講整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

特定資産評価損痔諦

投資有価証券評価損益等

評価揖祷辱計

当期経常増減額

14.685.288 72329.898 87-015,186 ６５１１．３０５ 93.526.491

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外愛用

当期--殻正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

-4093.463 ･-48628

’
０

－４.雁ﾘ頭醜､ロ ４．０８６２３１ ･-55.B60

83.331.462

83.275.602

83.275602

科目

二・‐般正味財度増減の部

１～経常増減の部

(1)経溌収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息

②受取会蚕

受取会費

③事業収益

業務受託収益

研修業務受託収蓋

公益目的率案会計

鋼登扇究・鏡:寅会／

セミナー閣催平柔

10.557.[】0０

去整備支援事業

72281.270

72281.270

計

17.847

〕.5１

2.21

2.21

7.000

:､270

1.270

法人会計

10-143000

鴬合計

20.700.00【１

72.281.270

72.281.270

④その他

受取利息

その他

経常収芸計

(2)経常費用

４６－９７８

10.591.825 72281.270

16.978

82.873.095

454.536

10.597.536

16-978

454.536

93.470.631

事業受

委託費（その他）

委託費（人件費）

俸給緒給与

去定福利費

【4.685.28Ｂ

1.445.119

405.920

69.006

72329.898

21-776.81

8.534.73

87.015.1［

２３_ﾂ２１．９

8534.7

11-161.440

1.897'445

1.232.000
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6.511.305

1-455840

405.920

169.006

400.000

5４１０８

393.600

60.000

163.200

4０－０００

63.158

881-036

221-270

66.778

27.363

50.000

８７－０．５．．８６

ワ３”1.932

8.534.731

11.16:､4４０

1.897.445

10403-386

10.827.069

1.251.378

7.509.575

2.047.987

2.374.064

458.443

240.000

I‘033.992

160.000

554-189

3.524.144

889.478

２７１．５４１

643.407

1０－９８４

6－５１１－３０５

1-455-840

405-920

1６９－００６

227.363

950.000

400.000

54.108

393.600

6００００

163.200

4０．０００

63.158

881.036

”’３７０

95.328

160.852

２７４６

95.32

:60.85

一ｚＺＡ



資金調達及び設備投資の見込み

(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

1、資金調達の見込みについて

なし

２、設備投資の見込みについて

なし

－３８－
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